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１． 制度概要 

在宅で生活する要支援、要介護の認定を受けた方が、被保険者の居住する住宅において、

手すりの取付けや段差の解消等の比較的小規模な改修を行うことで、日常生活の自立を

支援すると保険者（鏡野町）が認めた場合、居宅介護住宅改修費（介護予防住宅改修費）を

支給します。                            【平成１２年３月８日老企第４２号】 

 

対象者 在宅で生活する要支援１・２、要介護１～５と認定された方 

支給限度額 居住する住宅に対し、被保険者１人あたり 20万円 

 

２． 支給の対象となる工事の種類 

【平成１１年３月３１日厚生省告示第９５号、平成１２年１月３１日老企第３４号】 

１）手すりの取り付け 

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動

作の補助を目的として設置するものが対象となる。 

 

〇参考事例 

給付対象工事 

・居室内の手すり（居間、便所、浴室、生活動線上の廊下等） 

・敷地内の手すり（玄関ポーチ、門扉までの通路等） 

・手すりの付け替え・移設（身体状況の変化等による場合のみ） 

・固定された家具への手すりの取り付け 

付帯工事 ・上記手すりの取り付けのための壁の下地補強 

給付対象外工事 

・生活動線上にない手すり 

・敷地外の手すり 

・老朽化を理由とする手すりの付け替え・移設 

・固定されていない家具などへの手すりの取付け 

原則給付対象外工事 
・集合住宅などの共用部分の手すり 

→貸主の承諾があり、生活動線上であれば支給対象となる 

【注意点】 

   ・本人に適した手すりとなるよう手すりの高さや直径・形状に配慮してください。 

    高さ：750㎜～850㎜（利用者の身長の半分が目安） 

    直径：ハンドレール（手をすべらせて使用する移動用の手すり。廊下等に取り付ける。） 

       →32㎜～36㎜ 

        クラブバー（しっかりとつかまって使用する手すり。浴室やトイレ等に取り付ける。） 

→28㎜～32㎜ 

・工事を伴わない手すり（床に置いて使うものや天井と床に突っ張らせて使うもの、便器

に固定して使うもの等）は、「福祉用具貸与」の対象となります。 
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2）段差の解消 

   居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の

段差または傾斜を解消するための工事が対象となる。 

 

〇参考事例 

給付対象工事 

・各居室の敷居を低く（撤去）する工事 

・スロープ・踏み台を固定設置する工事 

・浴室の洗い場のかさ上げ工事 

・敷石をコンクリートスロープにする工事 

・階段の勾配を緩やかにする工事 

・浴槽をまたぎやすい浅いものに取り換える工事 

・傾斜の解消 

付帯工事 

・浴室の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工

事 

・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立

ち上がりの設置 

給付対象外工事 

・生活動線上以外にある段差の解消 

・床下収納スペースを埋める工事 

・スロープや踏み台を固定せずに置くだけの工事 

・昇降機・リフト・段差解消機等を設置する工事 

・浴槽の取替えに伴う給湯器・シャワー・水栓の工事 

・転落防止柵の設置単独の工事（付帯工事の場合のみ認める） 

・着脱式の踏み台の設置（固定する場合は支給対象となる） 

原則給付対象外工事 
・床全体のかさ上げ工事 

→ほかに方法がなく、やむを得ない場合のみ支給対象となる 

【注意点】 

   ・スロープの傾斜は、「バリアフリー法」に基づき、高さを長さで割った時、1/12～1/15以

下が目安となります。 

   ・路面舗装やスロープ設置の工事の場合、おおむね 1.2ｍの幅が支給対象となります。 

   ・生活動線上以外の面積は支給対象外となります。 

   ・工事を伴わないスロープの設置、浴室用すのこは「福祉用具貸与」、「福祉用具購入」の対

象となります。（令和６年４月からスロープも福祉用具購入の対象品目となりました。） 

 

3）滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 

居室の畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更や浴室の床材の滑りにくいものへの

変更、通路面を滑りにくい舗装材へ変更する等の工事が対象となる。 
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〇参考事例 

給付対象工事 

・畳から板製床材・ビニル系床材等への変更する 

・浴室の床材を滑りにくい床材へ変更する 

・屋外の通路を滑りにくい舗装材に変更する 

・階段に滑り止めを設置する（固定する場合のみ） 

付帯工事 
・床材変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の

材料変更のための路盤整備 

給付対象外工事 

・老朽化による床材の張り替え 

・置くだけの滑り止めマットを設置する 

・転倒時の衝撃緩和のための床材の変更 

・改修後の変化や効果が明らかでない工事（フローリングを別

のフローリングに変える等） 

原則給付対象外工事 
・床全体のかさ上げ工事 

→ほかに方法がなく、やむを得ない場合のみ支給対象となる 

【注意点】 

   ・生活動線上以外の面積は支給対象外となります。 

  

4）引き戸等への扉の取替え 

   扉全体（開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等）の取替え、扉の撤去、ド

アノブの変更、戸車の設置等の工事が対象となる。 

 

〇参考事例 

給付対象工事 

・開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取替

え 

・重い引き戸から軽い引き戸への取替え 

・扉の位置、ドアノブ、戸車、吊元の変更 

・扉の撤去 

付帯工事 
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 

 

給付対象外工事 

・自動ドアに取り換えた場合の動力設置部分相当費用 

・間口の拡大 

・雨戸の取替え 

原則給付対象外工事 

・引き戸等の新設 

→扉の取替えと比較し、費用が低廉に抑えられる場合は支給対

象となる 
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5）洋式便器等への便器の取替え 

   和式便器から洋式便器への取替え、既存の便器の位置や向きの変更等の工事が対象とな

る。 

 

〇参考事例 

給付対象工事 

・和式便器から洋式便器への取替え（洗浄便座一体型の便器を

取り付ける場合も支給対象） 

・洋式便器の向きを変える工事 

・水洗和式から水洗洋式へ変更する時の給排水工事 

付帯工事 

・便器の取替えに伴う給排水工事（水洗化または簡易水洗化に

係るものは除く） 

・便器の取替えに伴う床・壁の解体費の一部、床の修復工事 

給付対象外工事 

・既存の和式便器を残し、新規に洋式便器を設置する工事 

・暖房便座や洗浄機能等のみを目的して便座を取り換える工事 

・便器の取替え時の仮設トイレの費用 

・水洗でない和式から水洗洋式へ変更する時の給排水工事 

原則給付対象外工事 

・洋式便器から洋式便器への取替え 

→身体状況等の理由により、便座の高さを変更した洋式便器に

変更する場合は支給対象となる 

【注意点】 

・洋式便器の上に置いて高さを補う腰掛便座の設置は、「福祉用具購入」の対象となりま

す。 
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３． 購入から支給までの流れ 

 

ケアマネジャー等へ

相談する 

担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）等へ住宅改修につい

て相談します。 

 

工事前に申請する 
ケアマネジャーに理由書を、施工業者に見積り等を作成しても

らい、必要書類をそろえて役場総合福祉課へ提出します。 

 

着工する 

必ず、保険者（鏡野町）からの着工許可がおりてから着工してく

ださい。申請内容等に不備があった場合、給付を受けられませ

ん。 

 

工事完了の申請を

する 

工事が完了したら、必要書類をそろえて役場総合福祉課へ提

出する。 

 

支給を受ける 申請書に記載の口座へ保険給付分が支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 6  

 

  〇住宅改修には「償還払い」と「受領委任払い」の２種類があります。 

  ・「償還払い」…被保険者が一度、費用の全額を施工業者へ支払い、その後、保険者（鏡野町）

から被保険者へ保険給付分を支給します。 

  ・「受領委任払い」…被保険者が負担割合証に基づく自己負担額のみを施工業者に支払い、

その後、施工業者に保険者（鏡野町）から保険給付分を支給します。 

  【イメージ図】 

償還払い 受領委任払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支払方法によって、提出する申請書が異なります。ご注意ください。 

 

 

４． 申請時の提出書類と注意点 

1）事前申請 

①受領委任払い：居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼受領委任申請書 

  償還払い：介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書及び請求書 

・（代理）申請人の氏名欄は自署であれば、押印は不要です。 

【受領委任払い】 

・委任欄の受任者（施工業者）は必ず押印していただき、登録番号を記入してください。登録

番号は２年ごとに更新されます。 

【償還払い】 

・着工日・完成日は改修完了後の申請時に記入していただきます。事前申請時は空欄で構い

ません。 

・原則、振替依頼口座は被保険者本人の口座を記入してください。 

②住宅改修が必要な理由書（２枚） 

・被保険者の身体状況や介護の状態等を把握している介護支援専門員（ケアマネジャー）が

作成してください。 

・被保険者本人の身体状況や介護状況等と施工箇所の関連がわかるよう詳しく記載してく

ださい。 

施工業者 

鏡野町 被保険者 

全額分を 

支払う 

保険給付分を支払う 

施工業者 

鏡野町 被保険者 

負担割合に応じた 

額を支払う 

保険給付分を 

支払う 
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③工事内容の見積明細書 

・工事を行う箇所ごとに内容・単価・数量・住宅改修の種類等を明記すること。 

・材料費や施工費、諸経費を適切に区分すること。（内容が確認できない「〇〇一式」という

記載のみでは、認められません。） 

・諸経費に計上される項目は、施工業者によって多様であると考えますが、「申請代行手数

料」、「書類作成費用」、「写真印刷代」、「損害保険料」は含めることができません。 

・図面に記載している改修箇所との関連がわかるように記載すること。 

・見積書の標準様式を「６.提出書類の記入例」にて掲載していますが、標準様式の内容が全

て記載されていれば、様式は問いません。 

④施工前の写真 

・写真には、工事看板やカメラの日付機能等を用いて日付を入れてください。印刷後に手書

きで書き加えることや写真外に印字する等は認められません。 

・施工箇所が広く、撮影範囲が広範囲になる場合は、複数枚に分割して全体がわかるように

撮影してください。 

・段差がある場合には、物差しをあてる等、段差の高さがわかる写真を添付してください。 

・写真に改修箇所を図示する等、改修後の状態がわかるように記載してください。 

⑤改修箇所がわかる図面 

・改修箇所と改修内容がわかるように記載してください。 

例）手すりの取り付け：手すりの種類や取り付ける高さ、位置等 

  段差の解消：もともとの段差の高さや段差の解消をする方法等 

  床材の変更：変更後の材質、変更する面積等 

  扉の取替え：扉の種類等   便器の取替え：便器の種類等 

・写真や見積書との関連がわかるよう記載してください。 

・生活動線を記載し、改修箇所が生活動線上であり、施工が必要であることがわかるように

してください。 

⑥住宅所有者の承諾書 

・住宅の所有者が被保険者本人以外の場合、添付してください。 

⑦委任状 

・「償還払い」で振込先を被保険者本人以外の口座に指定する場合は添付してください。 

 

2）完了後申請 

①受領委任払い：居宅介護（介護予防）住宅改修費支給に係る改修工事完了届（受領委任） 

【受領委任払い】 

・（代理）申請人の氏名欄は自署であれば、押印は不要です。 

【償還払い】 

・申請書は鏡野町役場でお預かりしています。窓口にて、着工年月日や完成年月日等を記入
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していただきます。②以降の必要書類を提出してください。 

②領収書（原本） 

・原本を提出してください。支給決定後、郵送にて被保険者本人へ返却いたします。 

・申請者の自己負担分がある場合は、総額とは別に、介護保険対象費用がわかるように記載

してください。 

③施工後の写真 

・写真には、工事看板やカメラの日付機能等を用いて日付を入れてください。印刷後に手書

きで書き加えることや写真外に印字する等は認められません。 

・施工箇所ごとに住宅改修前の写真と整合性が図れるように撮影してください。 

・段差解消のためのスロープや式台等は、固定していることがわかるよう撮影してくださ

い。 

④請求明細書 

・内容等に変更がなければ、事前申請に使用した見積書の内容と同じものを提出してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●介護保険の給付適正化について 

 

介護保険の財源の半分が公費（税金）、残りの半分

が４０歳以上の被保険者からの保険料で構成されて

います。受給者が真に必要とする過不足のないサー

ビスを、事業者が適切に提供することが、介護保険

制度持続の可能性の維持につながります。このた

め、介護保険における住宅改修においても、施工業

者・介護支援専門員（ケアマネジャー）・保険者（鏡野

町）が連携し、その目的や手段等が適切で、利用者の

状態に適した住宅改修を行うことが、介護保険の給

付の適正化につながります。 

 



| 9  

 

５． 提出書類の記入例 

1）事前申請 

〇受領委任払い：居宅介護（介護予防）住宅改修費支給兼受領委任申請書 
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〇償還払い：介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書及び請求書 
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〇住宅改修が必要な理由書（２枚） 
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〇工事内容の見積明細書 
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〇住宅所有者の承諾書 
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〇委任状 
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2）完了後申請 

  〇受領委任払：居宅介護（介護予防）住宅改修費支給に係る改修工事完了届（受領委任） 
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  〇領収書（原本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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６． よくあるご質問 

 

Ｑ．支給限度額は一律２０万円ですか？ 

Ａ．原則、介護度によらず被保険者１人あたり２０万円までとなります。しかし、以下の場合は

例外として、再度２０万円まで給付されるようになります。 

①要介護度が３段階以上上がった場合（３段階リセット）：初めて住宅改修を実施した時より

「介護の必要の程度」が３段階以上上がった場合、それ以前に給付された額に関わらず、改

めて２０万円までの給付を受けられます。 

②転居した場合（転居リセット）：転居前の住宅での住宅改修の実施の有無や要介護度によ

らず、転居後の住宅について２０万円まで給付されます。ただし、住民票が変更されている

ことと本人の生活拠点が変更されていること等が条件となります。 

 

Ｑ．入院中ですが、退院に向けて住宅改修を行いたいでのですが、申請可能ですか？ 

Ａ．事前申請は可能です。退院前でも事前に申請を行い、着工していただくことは可能です。

しかし、完了後の申請は退院後となります。退院できなかった場合は、支給対象とならず、全

額自己負担となりますのでご注意ください。また、入院中の申請は原則、「償還払い」でお願

いしております。 

 

Ｑ．要介護認定を新規で申請中ですが、申請できます？ 

Ａ．事前申請は可能です。認定結果が出てから、完了後の申請をしてください。ただし、認定

結果が「非該当（自立）」の場合は、支給を受けられませんのでご注意ください。 

 

Ｑ．被保険者の家族が工事を行うことは、支給対象となりますか？ 

Ａ．可能です。材料の購入費が支給対象となります。領収書は、材料を販売した者が発行した

ものとし、使用した材料の内訳を記載した工事内訳書を作成してください。その他の提出い

ただく書類は、業者施工時と変更ございません。 

 

Ｑ．同じ住宅に被保険者が２人（夫婦等）いる場合は、支給限度額を合算できますか？ 

Ａ．支給限度額は、被保険者ごとに管理されるため、同時に住宅改修を行う場合は、対象と

なる工事が重複しないように申請してください。 

 

Ｑ．負担割合証に記載の負担割合が変更になりました。どちらが適用となりますか？ 

Ａ．領収書記載日の負担割合が適用となります。 

例）令和６年７月３１日まで１割負担、令和６年８月１日から２割負担の場合 

   領収書記載日：令和６年７月２３日→１割負担、令和６年８月３日→２割負担 
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Ｑ．トイレに手すりを設置するのですが、ペーパーホルダーと一体型となっています。支給対

象となりますか？ 

Ａ．手すり部分のみが支給対象となります。ペーパーホルダー部分は対象とならないため、

手すり部分のみの費用を按分して申請してください。 

 

Ｑ．段差の解消等のために、ユニットバスを設置する工事は支給の対象となりますか？ 

Ａ．介護保険の住宅改修に該当する部分のみが支給の対象となります。壁面や天井、換気扇

等の工事は対象外となるため、費用を按分する必要があります。 

 

Ｑ．工事費用を対象箇所のみを按分して申請を予定しています。諸経費はどのように計算す

ればよいですか？ 

Ａ．諸経費（廃材処理費用や運搬費等の付帯工事）も工事の按分比率により算出された額の

みが支給対象となります。 

 

Ｑ．申請後、本人の要望等により、工事内容が変更となりました。どうすればよいですか？ 

Ａ．工事内容の変更は速やかに役場総合福祉課までご連絡ください。内容によっては、申請

書を再提出いただく場合がございます。工事完了後の申請で変更が発覚した場合は、支給

が受けられなくなる可能性がございます。 
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鏡野町役場 総合福祉課 介護保険係 
 

〒708-0392  岡山県苫田郡鏡野町竹田６６０ 

TEL：0868-54-2986 

FAX：0868-54-2891 


